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地震デリバティブ取引の媒介取扱について 

－岩手県の地域金融機関では初めての取扱い－ 

 

 

株式会社 北日本銀行(頭取 佐藤安紀)は、株式会社 宮城メタルワークス(本社 東京都新

宿区、工場 宮城県石巻市、社長 鈴木康之)の地震デリバティブ取引を媒介いたしました。

なお、地震デリバティブの取引媒介は、岩手県の地域金融機関では本件が初めてとなりま

す。 

 

「地震デリバティブ」とは、地震による資産損壊や企業活動中断等により収益減少や費用

増加のリスクを回避する金融商品で、地震が発生した場合に、実際の損害額に関係なく、契

約時に予め取り決めした条件に基づいて補償金を受け取るものです(次頁参照)。 

 

株式会社 宮城メタルワークス工場所在地の宮城県石巻市においては、2003年 宮城県沖地

震、2005年 宮城県南部地震と近年地震が頻発しており、近い将来再び大きい地震が発生する

ことが予想されています。同社では地震発生時における費用損失等のキャッシュフローを確

保すべく、平成19年9月1日より地震デリバティブを導入することを決定いたしました。 

 

当行では、本商品により、地震による物損補填にとどまらず、費用支出、あるいは逸失利

益も含む利益の減少に備えることによって、円滑な事業継続・ＢＣＰ「Business Continuity 

Plan：事業継続計画」策定のサポートができるものと考え、商品提供開始以来提案に取り組

んでまいりました結果、今般初の媒介契約となりました。 

 

当行は、今後も商品・サービスの充実に取り組み、地域のお客様のさまざまなニーズにお

応えできる銀行を目指してまいります。 
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契 約 先 株式会社 宮城メタルワークス 

業   種 機械部品製造業 

工場所在地 宮城県石巻市門脇 

 地震デリバティブ 地震保険 

商 品 内 容 

予め定めた期間内に、予め約

定した条件以上の地震が発し

た場合、補償金支払い 

実際の損害(建物・構造物が中

心)に応じて保険金支払い 

カバーされる損害の範囲 
特定不要で、地震による様々

な出費に備えられる 

建物・構造物等の損害が中心

地震規模・発生場所の特定 要 不要 

資金受取の時期 
対象地震発生後、予め取り決

めした期間後(概ね 1ヶ月後)

損害査定終了後に支払い 

【本件についてのご照会先】 

北日本銀行 営業統括部 森・田中 

TEL：019-653-1111(代表) 

損害保険会社 

地震デリバティブ契約

 （媒介申込・契約） （媒介契約） 

（契約締結⇒プレミアム支払）

（一定の地震が発生⇒補償金支払い)
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